
 

   ８  ４  １ 

●窓口または夜間窓口など

へ提出する日を記入してく

ださい。 

●住民票に記載されている住所

を記入してください。 

 

●離婚届と同時に、転入や転居

をする場合は、新しい住所を記

入し、住民異動届も提出してく

ださい。 

 ただし、休日・夜間窓口に提

出する場合は、住民異動届の受

付はできません。そのため、住

所は、住民票に記載されている

住所を記入していただき、後

日、住民異動届をご提出くださ

い。 

 

マツヤマ  タロウ      マツヤマ   ハナコ 

松山   太郎     松山   花子 

平成５   １  １    平成６  ４  １ 

●婚姻時に氏が変わった方が 

旧姓に戻る場合のみ記入してく

ださい。 

 

●婚姻前の戸籍に戻る場合 

⇒☑もとの戸籍にもどる 

 

●新しく旧姓で戸籍をつくる 

⇒☑新しい戸籍をつくる 

●二人の話し合いによる 

離婚は「協議離婚」に☑ 

松山市二番町４丁目   松山市北斎院町 

      ７番地２       ７１２番地 

松山市二番町４丁目 

     松山 太郎 

    

 

松山 一         愛媛 一郎 

   マツ  長     山田 久子  二 

松山 子規 

   みかん 

 

愛媛県松山市 

 

（アパート・マンション名）            （アパート・マンション名） 

松山ハイツ２０１号 

✔ 

✔ ✔ 

松山三郎 

松山市北斎院町 愛媛
エヒメ

 花子
ハナコ

 

フリガナ 

✔ ✔ 

平成３０   ５                   令和８   ３ 

松山市二番町４丁目７番地２ 

✔ 

松山 太郎       松山 花子 

松山  一       山田  久子 

昭和３５   ５  ３   昭和３７  ６  ６ 

松山市三津３丁目    松山市鷹子町 

      ２番３０号       ８１２番地 

松山市三津３丁目２番    松山市鷹子町８１２番地１ 

署名は必ず本人が 

自署してください。 

（押印は任意） 

連絡先 夫電話 089-948-6344 

    妻電話 090-0000-0000 

●協議離婚（話し合い

による離婚）の場合

は、成人２名の証人が

必要です。ただし、裁

判による離婚の場合は

必要ありません。 

●必ず、証人が署名し

てください。 

（押印は任意） 

●婚姻時に氏が変わった方が、 

現在の氏を使用する場合は、 

「離婚の際に称していた氏を 

称する届（戸籍法７７条の２の

届）」が必要です。（別紙参照） 

                

★時間外受付について★  

※閉庁時に届出される方は、

夜間窓口へお越しくださ

い。 

※毎週木曜日は 19：00まで 

毎月第 2土曜日は 8：30～

17：00 まで本館 1 階市民

課での受付が可能です。 

夜間窓口は地下１階です。本館と別館の 

間にある階段を降りてください。 

営業職又は０４           無職又は００ 

●面会交流・養育費の

分担についてチェック

してください。 

✔ 

✔ 

✔ 

●未成年の子がいる場合 

・未成年の子の氏名欄 

⇒いずれかの欄に、子の氏名（フルネーム）を記入してください。 

・（協議離婚の場合）親権者の定めについて真意に基づいて合意したか 

⇒親権者の定めについて真意に基づいて合意したら、チェック☑ 

記載例（新様式） 

↓国勢調査の年のみ記入してください。↓ 

昼間繋がりやすい電話番号を記入してください。 

松山二郎 

 ７１２ 

７  ２  


